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議案第４９号 

   佐野市税条例等の改正について 

佐野市税条例等の一部を改正する条例を次のように定めます。 

令和元年６月７日提出 

佐野市長 岡 部 正 英 

佐野市税条例等の一部を改正する条例 

（佐野市税条例の一部改正） 

第１条 佐野市税条例（平成１７年佐野市条例第６３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３６条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項を

第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 第１項又は第５項の場合において、前年において支払を受けた給与

で所得税法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に

住所を有するものが、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７

条の２第１項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについて

は、施行規則で定める記載によることができる。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告

書」に改め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同

項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同項第４号とし、同

項第２号の次に次の１号を加える。 

(３) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告

書」に改め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の

６第１項」に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において同

項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払を

受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者

若しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「所得税法第

２０３条の６第１項の規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を

「公的年金等」に改め、同項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、

同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 
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(３) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、

その旨 

第３６条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条

の６第２項」に改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２

０３条の６第６項」に改める。 

第３６条の４第１項中「によって」を「により」に、「同条第７項」

を「同条第８項」に、「第８項」を「第９項」に、「においては」を

「には」に改める。 

附則第６条中「から平成３４年度まで」を「から令和４年度まで」に

改める。 

附則第７条の３の２第１項中「から平成４５年度まで」を「から令和

１５年度まで」に、「から平成３３年まで」を「から令和３年まで」に

改める。 

附則第８条第１項中「から平成３３年度まで」を「から令和３年度ま

で」に改める。 

附則第１１条の見出し中「から平成３２年度まで」を「から令和２年

度まで」に改める。 

附則第１１条の２の見出し中「平成３１年度又は平成３２年度」を

「令和元年度又は令和２年度」に改め、同条第１項中「平成３１年度分

又は平成３２年度分」を「令和元年度分又は令和２年度分」に改め、同

条第２項中「平成３１年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地」を

「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に、「平成３２年

度分」を「令和２年度分」に改める。 

附則第１２条の前の見出し並びに同条及び附則第１２条の２並びに附

則第１３条（見出しを含む。）中「から平成３２年度まで」を「から令

和２年度まで」に改める。 

附則第１５条第１項中「から平成３２年度まで」を「から令和２年度

まで」に改め、同条第２項中「から平成３３年３月３１日まで」を「か

ら令和３年３月３１日まで」に改める。 

附則中第１５条の２の３を第１５条の２の４とし、第１５条の２の２

を第１５条の２の３とする。 
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附則第１５条の２に次の３項を加える。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能

割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同

条第２項において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若

しくは第２項（これらの規定を同条第４項において準用する場合を含

む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断

をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に

規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づ

き当該判断をするものとする。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車

税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があること

を附則第１５条の４の規定により読み替えられた第８１条の６第１項

の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後

において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大

臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした

者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他

不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事

由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したこと

によるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当

該不足額に係る３輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の

規定によりその例によることとされた法第１６１条第１項に規定する

申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽

自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境

性能割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。 

附則中第１５条の２を第１５条の２の２とし、第１５条の次に次の１

条を加える。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用す

る場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。
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以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の

取得が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間（附則第

１５条の６第３項において「特定期間」という。）に行われたときに

限り、第８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割

を課さない。 

附則第１５条の３の２第１項中「附則第１５条の２の３」を「附則第

１５条の２の４」に改める。 

附則第１５条の６に次の１項を加える。 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第８１条

の４（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、

当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定

中「１００分の２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

附則第１６条中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、

「指定」の次に「（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」

という。）」を加え、同条に次の３項を加える。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動

車に対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３

１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自

動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(イ) ３,９００円 １,０００円 

第２号ア(ウ)ａ ６,９００円 １,８００円 

１０,８００円 ２,７００円 

第２号ア(ウ)ｂ ３,８００円 １,０００円 

５,０００円 １,３００円 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１

項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において
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「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第８

２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４

月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽

自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(イ) ３,９００円 ２,０００円 

第２号ア(ウ)ａ ６,９００円 ３,５００円 

１０,８００円 ５,４００円 

第２号ア(ウ)ｂ ３,８００円 １,９００円 

５,０００円 ２,５００円 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車

のうち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に

対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平

成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の

種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(イ) ３,９００円 ３,０００円 

第２号ア(ウ)ａ ６,９００円 ５,２００円 

１０,８００円 ８,１００円 

第２号ア(ウ)ｂ ３,８００円 ２,９００円 

５,０００円 ３,８００円 

附則第１６条の２を次のように改める。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 
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第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以

上の軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪

以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大

臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認

定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとす

る。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額がある

ことを第８３条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その

延長された納期限）後において知った場合において、当該事実が生じ

た原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の

手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提

供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認

定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認

定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又

はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上

の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定

（第８７条及び第８８条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別

割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「から平成３２年度まで」を

「から令和２年度まで」に改める。 

附則第２２条第２項中「から平成３３年度まで」を「から令和３年度

まで」に改める。 

附則第２３条中「から平成３５年度まで」を「から令和５年度まで」

に改める。 

第２条 佐野市税条例の一部を次のように改正する。 

第２４条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養

者」に改める。 

 附則第１６条第１項中「から第４項まで」を「から第５項まで」に改

め、同条に次の１項を加える。 
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５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動

車のうち、自家用の乗用のものに対する第８２条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税

の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の

軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 附則第１６条の２第１項中「から第４項まで」を「から第５項まで」

に改める。 

（佐野市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 佐野市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年佐野市条例第

２９号）の一部を次のように改正する。 

附則第５条第２項第３号中「から平成３１年９月３０日まで」を「か

ら令和元年９月３０日まで」に改め、同条第１３項中「平成３１年１０

月１日」を「令和元年１０月１日」に改め、同条第１４項の表第５項の

項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改め、同表

第６項の表中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３月３１日」に改

める。 

第４条 佐野市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年佐野市条例第

３７号）の一部を次のように改正する。 

附則第１条中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に

改める。 

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条

第２項中「３１年新条例」を「元年新条例」に改める。 

附則第３条第４項中「３１年新条例」を「元年新条例」に改め、同条

第５項中「３１年新条例」を「元年新条例」に、「平成３２年度」を

「令和２年度」に、「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改める。 

第５条 佐野市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年佐野市条例第

３３号）の一部を次のように改正する。 

第１条のうち、佐野市税条例第４８条第１項の改正規定中「及び第１
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１項」を「、第１１項及び第１３項」に改め、同条に３項を加える改正

規定中「３項」を「８項」に改め、同改正規定（同条第１０項に係る部

分に限る。）中「次項」の次に「及び第１２項」を加え、「その他施行

規則で定める方法」を削り、同改正規定（同条第１２項に係る部分に限

る。）中「申告は、」の次に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定

に次のように加える。 

13 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由に

より地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である

と認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を

提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用

しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたとき

は、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前３項

の規定は、適用しない。法人税法第７５条の４第２項の申告書を同項

に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第１０項の内国法人が、

当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けて

いない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限

の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長

に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う第１０

項の申告についても、同様とする。 

14 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適

用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受

けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施

行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の１５日前まで

に、これを市長に提出しなければならない。 

15 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告に

つき第１３項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そ

の旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しな

ければならない。 

16 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２

１条の８第５１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、こ

れらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１３項前段の
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期間内に行う第１０項の申告については、第１３項前段の規定は適用

しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を

受けたときは、この限りでない。 

17 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１５項

の届出書の提出又は法人税法第７５条の４第３項若しくは第６項（同

法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。）の処分

があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以

後の第１３項後段の期間内に行う第１０項の申告については、第１３

項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新た

に同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

附則第１条第４号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１

日」に改め、同条第５号中「３項」を「８項」に、「平成３２年４月１

日」を「令和２年４月１日」に改め、同条第６号中「平成３２年１０月

１日」を「令和２年１０月１日」に改め、同条第７号中「平成３３年１

月１日」を「令和３年１月１日」に改め、同条第８号中「平成３３年１

０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、同条第９号中「平成３４

年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改める。 

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条

第２項中「平成３３年度」を「令和３年度」に、「平成３２年度分」を

「令和２年度分」に改め、同条第３項中「から第１２項まで」を「から

第１７項まで」に改める。 

附則第３条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 

附則第７条中「から平成３１年９月３０日まで」を「から令和元年９

月３０日まで」に改める。 

附則第９条第１項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１

日」に改め、同条第２項中「平成３２年１１月２日」を「令和２年１１

月２日」に改め、同条第３項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年

３月３１日」に改め、同条第４項及び第５項中「３２年新条例」を「２

年新条例」に改める。 

附則第１１条第１項中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月

１日」に改め、同条第２項中「平成３３年１１月１日」を「令和３年１
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１月１日」に改め、同条第３項中「平成３４年３月３１日」を「令和４

年３月３１日」に改め、同条第４項及び第５項中「３３年新条例」を

「３年新条例」に改める。 

（佐野市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 佐野市税条例の一部を改正する条例（平成３０年佐野市条例第４

３号）の一部を次のように改正する。 

附則第１条中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に

改める。 

附則第２条第２項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３

１年度分」を「令和元年度分」に改める。 

（佐野市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第７条 佐野市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年佐野市条例第

１１号）の一部を次のように改正する。 

附則第１条中「平成３１年６月１日」を「令和元年６月１日」に改め

る。 

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条

第２項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度分」を

「令和元年度分」に改め、同条第３項中「平成３２年度分」を「令和２

年度分」に改め、同項の表中「平成３１年６月１日」を「令和元年６月

１日」に改める。 

附則第３条中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 

附則第４条中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(１) 第１条中佐野市税条例附則中第１５条の２の３を第１５条の２の

４とし、第１５条の２の２を第１５条の２の３とする改正規定、附

則第１５条の２に３項を加える改正規定、附則中第１５条の２を第

１５条の２の２とし、第１５条の次に１条を加える改正規定、附則

第１５条の３の２第１項の改正規定、附則第１５条の６に１項を加
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える改正規定、附則第１６条の改正規定及び附則第１６条の２の改

正規定並びに附則第４条の規定 令和元年１０月１日 

(２) 第１条中佐野市税条例第３６条の２中第８項を第９項とし、第７

項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項の次に１項を加える

改正規定並びに第３６条の３の２、第３６条の３の３及び第３６条

の４第１項の改正規定並びに附則第２条の規定 令和２年１月１日 

(３) 第２条中佐野市税条例第２４条の改正規定及び附則第３条の規定 

令和３年１月１日 

(４) 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第５条の規定 

令和３年４月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の佐野市税条例（次

項及び第３項において「２年新条例」という。）第３６条の２第６項の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和２年度以後の年度分の

個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当

該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民

税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 

２ ２年新条例第３６条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の

規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受ける

べき佐野市税条例第３６条の２第１項に規定する給与について提出する

２年新条例第３６条の３の２第１項及び第２項に規定する申告書につい

て適用する。 

３ ２年新条例第３６条の３の３第１項の規定は、附則第１条第２号に掲

げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正す

る法律（平成３１年法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法

（昭和４０年法律第３３号。以下この項において「新所得税法」とい

う。）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（新所得税法第２０

３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する２年新

条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の佐野市税条例第２

４条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の
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年度分の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定に

よる改正後の佐野市税条例（以下「元年１０月新条例」という。）の規

定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行

の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の

環境性能割について適用する。 

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和

２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

第５条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の佐野市税条例の規

定は、令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、

令和２年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例によ

る。 

 

 

理 由 

  地方税法等の改正に伴い、所要の規定を整備するため本条例を改正し

たいので提案するものです。 
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議案第４９号参考資料 

佐野市税条例の改正案 新旧対照表 

（第１条関係） 

現       行 改   正   案 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第36条の２ （略） 第36条の２ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 ６ 第１項又は第５項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条

の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第１項の申告書を

提出するときは、法第317条の２第１項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものに

ついては、施行規則で定める記載によることができる。 

６～８ （略） ７～９ （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所得者」という。）で市内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者（以下この条におい

て「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、市長に提出しなければならない。 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所得者」という。）で市内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この

条において「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支

払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

 (３) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

(３) 前２号に掲げるもののほか、施行規則で定める事項 (４) 前３号に掲げるもののほか、施行規則で定める事項 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の３ 所得税法第203条の５第１項の規定により同項に規定する申告書を提出し 第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出し
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なければならない者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者（以

下この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に同項に規定する公的

年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければなら

ない。 

なければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第203

条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」とい

う。）の支払を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者

若しくは単身児童扶養者である者（以下この条において「公的年金等受給者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203

条の６第１項の規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経

由して、市長に提出しなければならない。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

 (３) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

(３) 前２号に掲げるもののほか、施行規則で定める事項 (４) 前３号に掲げるもののほか、施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して

提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的

年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書

に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所

得税法第203条の５第２項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規

則で定めるところにより、前項又は法第317条の３の３第１項の規定により記載すべき事

項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の３の３第１項の規定による

申告書を提出することができる。 

２ 前項又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して

提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的

年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書

に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所

得税法第203条の６第２項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規

則で定めるところにより、前項又は法第317条の３の３第１項の規定により記載すべき事

項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の３の３第１項の規定による

申告書を提出することができる。 

３ （略） ３ （略） 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が所得税法第203条の５第５項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けてい

る場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年

金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することがで

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が所得税法第203条の６第６項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けてい

る場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年

金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することがで
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きる。 きる。 

５ （略） ５ （略） 

（市民税に係る不申告に関する過料） （市民税に係る不申告に関する過料） 

第36条の４ 市民税の納税義務者が第36条の２第１項、第２項若しくは第３項の規定によ

って提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第７項若しく

は第８項の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった

場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

第36条の４ 市民税の納税義務者が第36条の２第１項、第２項若しくは第３項の規定によ

り提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第８項若しくは

第９項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合

には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

附 則 附 則 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

第６条 平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条

の４第３項の規定に該当する場合における第34条の２の規定による控除については、そ

の者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除

く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４第３項の規定により読

み替えて適用される法第314条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として、同条

の規定を適用することができる。 

第６条 平成30年度から令和４年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条

の４第３項の規定に該当する場合における第34条の２の規定による控除については、そ

の者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除

く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４第３項の規定により読

み替えて適用される法第314条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として、同条

の規定を適用することができる。 

第７条の３の２ 平成22年度から平成45年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の２の２の規

定の適用を受けた場合（居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成33年

までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の３及び

第34条の６の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

第７条の３の２ 平成22年度から令和15年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の２の２の規

定の適用を受けた場合（居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和３年

までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の３及び

第34条の６の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） 
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第８条 昭和57年度から平成33年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条

第４項に規定する場合において、第36条の２第１項の規定による申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第36条の３第１項の確定申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第25条第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載が

あるとき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市

長が認めるときを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得割

の額を免除する。 

第８条 昭和57年度から令和３年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条

第４項に規定する場合において、第36条の２第１項の規定による申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第36条の３第１項の確定申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第25条第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載が

あるとき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市

長が認めるときを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得割

の額を免除する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（土地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例に

関する用語の意義） 

（土地に対して課する平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の特例に

関する用語の意義） 

第11条 （略） 第11条 （略） 

（平成31年度又は平成32年度における土地の価格の特例） （令和元年度又は令和２年度における土地の価格の特例） 

第11条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認め

られる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格（法附則第17条の

２第１項に規定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税標準とす

ることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対し

て課する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、平成31年度分又は平成

32年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第17条の２第１項に規定す

る修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

第11条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認め

られる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格（法附則第17条の

２第１項に規定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税標準とす

ることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対し

て課する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、令和元年度分又は令和

２年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第17条の２第１項に規定す

る修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する平成31年度適用土地又は平成31年度類似適用土地

であって、平成32年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなる

ものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、

修正された価格（法附則第17条の２第２項に規定する修正された価格をいう。）で土地

課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地

であって、令和２年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなる

ものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、

修正された価格（法附則第17条の２第２項に規定する修正された価格をいう。）で土地

課税台帳等に登録されたものとする。 
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（宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

（宅地等に対して課する平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

第12条 宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の

３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下この条において同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場

合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

第12条 宅地等に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の

３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下この条において同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場

合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得た額（当該商業

地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３

までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固

定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得た額（当該商業

地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３

までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固

定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得た額（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３まで

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得た額（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３まで
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の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産

税額とする。 

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産

税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平

成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から

第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の

課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「商業

地等据置固定資産税額」という。）とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平

成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から

第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の

課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「商業

地等据置固定資産税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成30年

度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当

該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の７を乗じ

て得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第

15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「商業地等調整固定資産税

額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成30年

度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当

該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の７を乗じ

て得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第

15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「商業地等調整固定資産税

額」という。）とする。 

第12条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第３号）附則第22条の規定

に基づき、平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税については、法附則

第18条の３の規定を適用しないこととする。 

第12条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第３号）附則第22条の規定

に基づき、平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税については、法附則

第18条の３の規定を適用しないこととする。 

（農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例） （農地に対して課する平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第13条 農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該 第13条 農地に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該
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農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係

る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について法

第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年

度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗

じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合に

は、当該農地調整固定資産税額とする。 

農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係

る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について法

第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年

度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗

じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合に

は、当該農地調整固定資産税額とする。 

（表略） （表略） 

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附則第11条第２号

に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の３の２又は法附則第15条か

ら第15条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課する平成30年度から

平成32年度までの各年度分の特別土地保有税については、第137条第１号及び第140条の

５中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分

の固定資産税に係る附則第12条第１項から第５項までに規定する課税標準となるべき

額」とする。 

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附則第11条第２号

に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の３の２又は法附則第15条か

ら第15条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課する平成30年度から

令和２年度までの各年度分の特別土地保有税については、第137条第１号及び第140条の

５中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分

の固定資産税に係る附則第12条第１項から第５項までに規定する課税標準となるべき

額」とする。 

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年１月１日から

平成33年３月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第

137条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の

課税標準となるべき価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用がないものとした場合

における課税標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令第

54条の38第１項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第１項に規定する価格（法

附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。）に

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年１月１日から

令和３年３月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第

137条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の

課税標準となるべき価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用がないものとした場合

における課税標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令第

54条の38第１項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第１項に規定する価格（法

附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。）に



8 

２分の１を乗じて得た額」とする。 ２分の１を乗じて得た額」とする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（新設） （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 

 

第15条の２ 法第451条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含む。）に掲げ

る３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条において同じ。）に対して

は、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から令和２年９月30日までの間

（附則第15条の６第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限り、第80

条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の２ （略） 第15条の２の２ （略） 

 ２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が法第446条第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）又は法第451条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項において準用す

る場合を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附則第29条の９第３項に規定する国土交通大臣の認

定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

 ３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割に

つき、その納付すべき額について不足額があることを附則第15条の４の規定により読み

替えられた第81条の６第１項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された

納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認

定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情

報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣

の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消

したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額

に係る３輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることと
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された法第161条第１項に規定する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者

とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同

項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

第15条の２の２・第15条の２の３ （略） 第15条の２の３・第15条の２の４ （略） 

（軽自動車税の環境性能割の課税免除及び減免に係る申請の特例） （軽自動車税の環境性能割の課税免除及び減免に係る申請の特例） 

第15条の３の２ 附則第15条の２の３の規定により軽自動車税の環境性能割の免除を受け

ようとする者は、県の自動車税の環境性能割の免除の例により、申請書を県知事に提出

しなければならない。 

第15条の３の２ 附則第15条の２の４の規定により軽自動車税の環境性能割の免除を受け

ようとする者は、県の自動車税の環境性能割の免除の例により、申請書を県知事に提出

しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第15条の６ （略） 第15条の６ （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第81条の４（第２号に係る

部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行

われたときに限り、これらの規定中「100分の２」とあるのは、「100分の１」とする。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 法附則第30条に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第

444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分

の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第16条 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の法第444条第3項に規定する車両番号の指定（次項から第４項までにおいて「初回車両

番号指定」という。）を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

（表略） （表略） 
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 ２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第82条の

規定の適用については、当該軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当

該軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第２号ア(イ) 3,900円 1,000円 

第２号ア(ウ)ａ 6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

第２号ア(ウ)ｂ 3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 
 

 ３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる法第446条第１項第３号に規定するガソ

リン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）のうち３

輪以上のものに対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成31

年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令

和３年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第２号ア(イ) 3,900円 2,000円 

第２号ア(ウ)ａ 6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 
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第２号ア(ウ)ｂ 3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 
 

 ４ 法附則第30条第４項第第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上の

もの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第82条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン

軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

第２号ア(イ) 3,900円 3,000円 

第２号ア(ウ)ａ 6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

第２号ア(ウ)ｂ 3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 削除 第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条

第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの

判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

 ２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第83条第２

項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後において知った

場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽り
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その他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供し

た者の偽りその他不正な手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事

由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものである

ときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係

る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第87条

及び第88条の規定を除く。）を適用する。 

 ３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の

不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課

税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課

税の特例） 

第17条の２ 昭和63年度から平成32年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措

置法第31条第１項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。）の譲渡（同項

に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。）をした場合において、当該譲渡が

優良住宅地等のための譲渡（法附則第34条の２第１項に規定する優良住宅地等のための

譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の

適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

第17条の２ 昭和63年度から令和２年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措

置法第31条第１項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。）の譲渡（同項

に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。）をした場合において、当該譲渡が

優良住宅地等のための譲渡（法附則第34条の２第１項に規定する優良住宅地等のための

譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の

適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

２ 前項の規定は、昭和63年度から平成32年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡

をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条

の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項におい

て同じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和２年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡

をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条

の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項におい

て同じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡
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所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲

渡が法附則第34条の２第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良

住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。 

所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲

渡が法附則第34条の２第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良

住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。 

３ （略） ３ （略） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等） （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第22条 （略） 第22条 （略） 

２ 法附則第56条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受

ける土地に係る平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税については、第

74条の規定は適用しない。 

２ 法附則第56条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受

ける土地に係る平成24年度から令和３年度までの各年度分の固定資産税については、第

74条の規定は適用しない。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（個人の市民税の税率の特例等） （個人の市民税の税率の特例等） 

第23条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率

は、第31条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。 

第23条 平成26年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率

は、第31条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。 

 

佐野市税条例の改正案 新旧対照表 

（第２条関係） 

第１条による改正後 改   正   案 

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲） 

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税（第２号に該当する者にあ

っては、第53条の２の規定により課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」とい

う。）を除く。）を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、こ

の限りでない。 

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税（第２号に該当する者にあ

っては、第53条の２の規定により課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」とい

う。）を除く。）を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、こ

の限りでない。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が135万円を (２) 障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単身児童扶養者（これらの者の前年の合計所
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超える場合を除く。） 得金額が135万円を超える場合を除く。） 

２ （略） ２ （略） 

   附 則    附 則 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の法第444条第3項に規定する車両番号の指定（次項から第４項までにおいて「初回車両

番号指定」という。）を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

第16条 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の法第444条第3項に規定する車両番号の指定（次項から第５項までにおいて「初回車両

番号指定」という。）を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

 （表略） （表略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 ５ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のうち、自家用の

乗用のものに対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日

から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽

自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、

第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条

第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの

判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条

第２項から第５項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの

判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 
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２・３（略） ２・３ （略） 

 

佐野市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年佐野市条例第２９号）の改正案 新旧対照表 

（第３条関係） 

現       行 改   正   案 

附 則 附 則 

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たばこ税の税率

は、佐野市税条例第95条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たばこ税の税率

は、佐野市税条例第95条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 平成30年４月１日から平成31年９月30日まで 1,000本につき4,000円 (３) 平成30年４月１日から令和元年９月30日まで 1,000本につき4,000円 

３～12 （略） ３～12 （略） 

13 平成31年10月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定

する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸

売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附

則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ

税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３

級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、こ

れらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を

直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡

したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準

13 令和元年10月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定

する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸

売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附

則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ

税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３

級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、こ

れらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を

直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡

したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準
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は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の

税率は、1,000本につき1,692円とする。 

は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の

税率は、1,000本につき1,692円とする。 

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について

準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について

準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 （略） （略） 

平成28年５月２日 平成31年10月31日 

第６項 平成28年９月30日 平成32年３月31日 

（略） （略） （略） 
 

第５項 （略） （略） 

平成28年５月２日 令和元年10月31日 

第６項 平成28年９月30日 令和２年３月31日 

（略） （略） （略） 
 

 

佐野市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年佐野市条例第３７号）の改正案 新旧対照表 

（第４条関係） 

現       行 改   正   案 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、平成31年10月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

第１条 この条例は、令和元年10月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の佐野市税条例（以下「新条例」という。）第24条第

２項及び附則第５条第１項の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

第２条 第１条の規定による改正後の佐野市税条例（以下「新条例」という。）第24条第

２項及び附則第５条第１項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 第２条の規定による改正後の佐野市税条例（以下「31年新条例」という。）第34条の ２ 第２条の規定による改正後の佐野市税条例（以下「元年新条例」という。）第34条の
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４の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度

分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適

用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業

年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

４の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度

分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適

用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業

年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 31年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得され

た３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

４ 元年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得され

た３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

５ 31年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお

従前の例による。 

５ 元年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお

従前の例による。 

  

佐野市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年佐野市条例第３３号）の改正案 新旧対照表 

（第５条関係）   

現       行 改   正   案 

第48条第１項中「よる申告書」の次に「（第10項及び第11項において「納税申告書」と

いう。）」を加え、同条に次の３項を加える。 

10 法第321条の８第42項に規定する特定法人である内国法人は、第１項の規定により、納

税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、同項の規定にか

かわらず、同条第42項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきも

のとされている事項（次項において「申告書記載事項」という。）を、法第762条第１号

に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構（第12

項において「機構」という。）を経由して行う方法その他施行規則で定める方法により

第48条第１項中「よる申告書」の次に「（第10項、第11項及び第13項において「納税申

告書」という。）」を加え、同条に次の８項を加える。 

10 法第321条の８第42項に規定する特定法人である内国法人は、第１項の規定により、納

税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、同項の規定にか

かわらず、同条第42項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきも

のとされている事項（次項及び第12項において「申告書記載事項」という。）を、法第

762条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同

機構（第12項において「機構」という。）を経由して行う方法により市長に提供するこ
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市長に提供することにより、行わなければならない。 

11 （略） 

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、法第762条第１号の機構の使用に係る電子

計算機（入出力装置を含む。）に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定

する市長に到達したものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とにより、行わなければならない。 

11 （略） 

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第１号の機構

の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられたファイルへの記録がされ

た時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。 

13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続

用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規

定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項

の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、

当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前３項の規定は、適用しな

い。法人税法第75条の４第２項の申告書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出

した第10項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分

を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日ま

でに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当

該税務署長が指定する期間内に行う第10項の申告についても、同様とする。 

14 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが

必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で

定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日

の15日前までに、これを市長に提出しなければならない。 

15 第13項の規定の適用を受けている内国法人は、第10項の申告につき第13項の規定の適

用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載し

た届出書を市長に提出しなければならない。 

16 第13項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の８第５１項の処分

又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の

翌日以後の第13項前段の期間内に行う第10項の申告については、第13項前段の規定は適
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用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、

この限りでない。 

17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第15項の届出書の提出又は法

人税法第75条の４第３項若しくは第６項（同法第81条の24の３第２項において準用する

場合を含む。）の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌

日以後の第13項後段の期間内に行う第10項の申告については、第13項後段の規定は適用

しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、

この限りでない。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

(４) 第２条中佐野市税条例第94条第３項の改正規定 平成31年10月１日 (４) 第２条中佐野市税条例第94条第３項の改正規定 令和元年10月１日 

(５) 第１条中佐野市税条例第23条第１項及び第３項並びに第48条第１項の改正規定並

びに同条に３項を加える改正規定並びに次条第３項の規定 平成32年４月１日 

(５) 第１条中佐野市税条例第23条第１項及び第３項並びに第48条第１項の改正規定並

びに同条に８項を加える改正規定並びに次条第３項の規定 令和２年４月１日 

(６) 第３条並びに附則第８条及び第９条の規定 平成32年10月１日 (６) 第３条並びに附則第８条及び第９条の規定 令和２年10月１日 

(７) 第１条中佐野市税条例第24条、第34条の２及び第34条の６の改正規定並びに同条

例附則第５条の改正規定並びに次条第２項の規定 平成33年１月１日 

(７) 第１条中佐野市税条例第24条、第34条の２及び第34条の６の改正規定並びに同条

例附則第５条の改正規定並びに次条第２項の規定 令和３年１月１日 

(８) 第４条並びに附則第10条及び第11条の規定 平成33年10月１日 (８) 第４条並びに附則第10条及び第11条の規定 令和３年10月１日 

(９) 第５条の規定 平成34年10月１日 (９) 第５条の規定 令和４年10月１日 

(10) （略） (10) （略） 

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の佐野市税条例の規定中個人の市民税に関

する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分ま

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の佐野市税条例の規定中個人の市民税に関

する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分ま
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での個人の市民税については、なお従前の例による。 での個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の佐野市税条例の規定中個人の市民税に関する

部分は、平成33年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成32年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の佐野市税条例の規定中個人の市民税に関する部

分は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の佐野市税条例（次条第１項において「新条例」とい

う。）第23条第１項及び第３項並びに第48条第10項から第12項までの規定は、前条第５

号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開

始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の

法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従

前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の佐野市税条例（次条第１項において「新条例」とい

う。）第23条第１項及び第３項並びに第48条第10項から第17項までの規定は、前条第５

号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開

始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の

法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従

前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31

年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和元

年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置） （手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置） 

第７条 平成30年10月１日から平成31年９月30日までの間における前条第４項の規定の適用

については、同項の表第19条第３号の項中「第81条の６第１項の申告書、第98条第１

項」とあるのは、「第98条第１項」とする。 

第７条 平成30年10月１日から令和元年９月30日までの間における前条第４項の規定の適用

については、同項の表第19条第３号の項中「第81条の６第１項の申告書、第98条第１

項」とあるのは、「第98条第１項」とする。 

（手持品課税に係る市たばこ税） （手持品課税に係る市たばこ税） 

第９条 平成32年10月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する

卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法

附則第51条第９項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれ

らの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を

課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これ

第９条 令和２年10月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する

卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法

附則第51条第９項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれ

らの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を

課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これ
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らの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が

小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業

所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなし

て、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡した

ものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430

円とする。 

らの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が

小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業

所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなし

て、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡した

ものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430

円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地

方税法施行規則の一部を改正する省令（平成30年総務省令第25号。附則第11条第２項に

おいて「平成30年改正規則」という。）別記第２号様式による申告書を平成32年11月２

日までに市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地

方税法施行規則の一部を改正する省令（平成30年総務省令第25号。附則第11条第２項に

おいて「平成30年改正規則」という。）別記第２号様式による申告書を令和２年11月２

日までに市長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成33年３月31日までに、その申告に係る

税金を施行規則第34号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、令和３年３月31日までに、その申告に係る

税金を施行規則第34号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほか、第

３条の規定による改正後の佐野市税条例（以下この項及び次項において「32年新条例」

という。）第19条、第98条第４項及び第５項、第100条の２並びに第101条の規定を適用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げる32年新条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほか、第

３条の規定による改正後の佐野市税条例（以下この項及び次項において「２年新条例」

という。）第19条、第98条第４項及び第５項、第100条の２並びに第101条の規定を適用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げる２年新条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 （表略）  （表略） 

５ 32年新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区

域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に

より市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等につ

いて準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の２の５又

は第16条の４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16

号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除

又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により市たばこ税が課され

５ ２年新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区

域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に

より市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等につ

いて準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の２の５又

は第16条の４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16

号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除

又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により市たばこ税が課され
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た、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製

造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付し

なければならない。 

た、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製

造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付し

なければならない。 

（手持品課税に係る市たばこ税） （手持品課税に係る市たばこ税） 

第11条 平成33年10月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持す

る卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正

法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこ

れらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税

を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（こ

れらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者

が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営

業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみな

して、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき

430円とする。 

第11条 令和３年10月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持す

る卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正

法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこ

れらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税

を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（こ

れらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者

が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営

業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみな

して、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき

430円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平

成30年改正規則別記第２号様式による申告書を平成33年11月１日までに市長に提出しな

ければならない。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平

成30年改正規則別記第２号様式による申告書を令和３年11月１日までに市長に提出しな

ければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成34年３月31日までに、その申告に係る

税金を施行規則第34号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、令和４年３月31日までに、その申告に係る

税金を施行規則第34号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほか、第

４条の規定による改正後の佐野市税条例（以下この項及び次項において「33年新条例」

という。）第19条、第98条第４項及び第５項、第100条の２並びに第101条の規定を適用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げる33年新条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほか、第

４条の規定による改正後の佐野市税条例（以下この項及び次項において「３年新条例」

という。）第19条、第98条第４項及び第５項、第100条の２並びに第101条の規定を適用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げる３年新条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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 （表略）  （表略） 

５ 33年新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区

域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に

より市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等につ

いて準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の２の５又

は第16条の４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16

号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除

又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により市たばこ税が課され

た、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製

造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付し

なければならない。 

５ ３年新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区

域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に

より市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等につ

いて準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の２の５又

は第16条の４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16

号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除

又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により市たばこ税が課され

た、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製

造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付し

なければならない。 

  

佐野市税条例の一部を改正する条例（平成３０年佐野市条例第４３号）の改正案 新旧対照表 

（第６条関係） 

現       行 改   正   案 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、平成31年10月１日から施行する。 第１条 この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自

動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前

の例による。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後の年度分の軽自

動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前

の例による。 
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佐野市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年佐野市条例第１１号）の改正案 新旧対照表 

（第７条関係） 

現       行 改   正   案 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、第１条中佐野市税条例第

34条の７の改正規定並びに同条例附則第７条の４、第９条及び第９条の２の改正規定並

びに次条第２項から第４項までの規定は、平成31年６月１日から施行する。 

第１条 この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、第１条中佐野市税条例第

34条の７の改正規定並びに同条例附則第７条の４、第９条及び第９条の２の改正規定並

びに次条第２項から第４項までの規定は、令和元年６月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の佐野市税条例（以下

「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の佐野市税条例（以下

「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

２ 新条例第34条の７並びに附則第７条の４及び第９条の２の規定は、平成32年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、平成31年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

２ 新条例第34条の７並びに附則第７条の４及び第９条の２の規定は、令和２年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

３ 新条例第34条の７第１項及び附則第９条の２の規定の適用については、平成32年度分

の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３ 新条例第34条の７第１項及び附則第９条の２の規定の適用については、令和２年度分

の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第34条の７第

１項 

特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第１項第１号に掲

げる寄附金（平成31年６月１日前に支出したも

のに限る。） 

附則第９条の

２ 

特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第314条の７第１項

第１号に掲げる寄附金（平成31年６月１日前に

第34条の７第

１項 

特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第１項第１号に掲

げる寄附金（令和元年６月１日前に支出したも

のに限る。） 

附則第９条の

２ 

特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第314条の７第１項

第１号に掲げる寄附金（令和元年６月１日前に
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支出したものに限る。） 

（略） （略） 
 

支出したものに限る。） 

（略） （略） 
 

４ （略） ４ （略） 

（固定資産税に関する経過措置） （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税について

適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について

適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

  

 

 

 

 

 


